
（１）外国往来船等と陸地との間の交通場所

場 所 の 名 称 所 在 地 備 考

新南陽－10ｍ岸壁及び－12ｍ
岸壁南－1、南－2、南－3、南－
4の各ゲート

周南市臨海町３及び４ 新南陽－10ｍ岸壁及び－12
ｍ岸壁に係留する船舶と交通
するものに限る。

港町物揚場基点から９５メートル
の岸壁

周南市徳山港町８４８１番地－
４

港町ふ頭岸壁 周南市徳山港町 岸壁係留船と交通する者に限
る。

晴海ふ頭晴－１、晴－２、晴－
３、コ－３、コ－４、コ－５、コ－６
の各ゲート及びコ－５、コ－６の
間にある通用門２か所

周南市晴海町６番 徳山下松港晴海ふ頭第１号
岸壁から同第７号岸壁に係留
する船舶と交通する者に限
る。

晴海ふ頭晴－６ゲート 周南市晴海町６番に隣接する
無番地

徳山下松港晴海ふ頭第９号
岸壁に係留する船舶と交通す
る者に限る。

下松第２公共ふ頭下－１ゲート
及び下－２ゲート

下松市末武下６８０番２７ 下松第２公共ふ頭東側岸壁
に係留する船舶と交通する者
に限る。

昭和電工株式会社徳山事業所
昭和電工桟橋ゲート

周南市開成町４９８０ 昭和電工桟橋係留船と交通
する者に限る。

東ソー株式会社南陽事業所ウレ
タン東門

周南市開成町４５３０番地 東ソー株式会社南陽事業所
ウレタン１号桟橋に係留する
船舶と交通する者に限る。

東ソー株式会社南陽事業所正
門、通用門、西門、Ｎ－６門、東
門、機関車庫門、新西門及び西
５号門

周南市開成町４５４３番１、４５
５５番２６、４５６０番地、４６２０
番地１、４９８３番２及び４９８６
番地

東ソー株式会社南陽事業所
内に係留する船舶と交通する
者に限る。

日鉄ステンレス株式会社製造本
部山口製造所周南エリア正門及
び東門

周南市野村南町４８３８番地１ 日鉄ステンレス株式会社製造
本部山口製造所周南エリア内
に係留する船舶と交通する者
に限る。

株式会社トクヤマ徳山製造所東
門及び南陽門

周南市御影町１番１号及び渚
町４９００番４号

株式会社トクヤマ徳山製造所
内に係留する船舶と交通する
者に限る。

株式会社トクヤマ徳山製造所東
工場北門及び西門

周南市晴海町１番１号 株式会社トクヤマ徳山製造所
東工場内及び日本化学工業
株式会社徳山工場内に係留
する船舶と交通する者に限
る。

日本ゼオン株式会社徳山工場
正門及び東門

周南市那智町２番１号 日本ゼオン株式会社徳山工
場内に係留する船舶と交通す
る者に限る。

徳　山　下　松　港



出光興産株式会社徳山製油所
及び徳山工場正門、梅花門及
び東門

周南市新宮町１番１号及び宮
前町１番１号

出光興産株式会社徳山製油
所内及び徳山工場内（シー
バースを含む）に係留する船
舶と交通する者に限る。

出光興産株式会社徳山製油所
大浦正門

周南市大字栗屋大浦１の１ 出光興産株式会社徳山製油
所大浦地区内（シーバースを
含む）に係留する船舶と交通
する者に限る。

日本精蠟株式会社徳山工場日
本精蠟西ヶ森桟橋ゲート

周南市大字大島花の脇１４５０
番地先

日本精蠟西ヶ森桟橋係留船と
交通する者に限る。

東洋鋼鈑株式会社下松事業所
通用門、西門、宮の洲地区北門
及び宮の洲地区東門

下松市大字東豊井１２９２番地
の５、１３１４番地の４、７５６番
地の１及び７４８番地の３

東洋鋼鈑株式会社下松事業
所内に係留する船舶と交通す
る者に限る。

株式会社新笠戸ドック正門、中
門及び南門

下松市大字笠戸島７０８番
地、７７番地１２及び７３６番地
１

株式会社新笠戸ドック内に係
留する船舶と交通する者に限
る。

株式会社日立製作所笠戸事業
所通用門及び車両門

下松市東豊井７９４番地及び
東海岸通５－１番地

株式会社日立製作所笠戸事
業所内に係留する船舶と交通
する者に限る。

JXＴＧエネルギー株式会社下松
事業所表門

下松市東海岸通り１番地 JXＴＧエネルギー株式会社下
松事業所内に係留する船舶と
交通する者に限る。

日鉄ステンレス株式会社製造本
部山口製造所光エリア及び日本
製鉄株式会社九州製鉄所光地
区北門及び東門

光市大字島田３４３４番地 日鉄ステンレス株式会社製造
本部山口製造所光エリア構内
西側岸壁（但し、日鉄ステンレ
ス光６ヤード岸壁を除く。）及
び東側岸壁（但し、日鉄ステ
ンレス光重油岸壁、日鉄ステ
ンレス光東岸壁、日鉄ステン
レス光スクラップ岸壁を除く。）
並びに輸出岸壁に係留する
船舶と交通する者に限る。

（２）貨物の積卸場所（船用品、機用品及び携帯品を除く。）

場 所 の 名 称 所 在 地 備 考

新南陽－10ｍ岸壁から－12ｍ岸
壁まで（全長410メートル）

周南市臨海町3及び4

港町ふ頭防波堤基部西端から
南西へ６７．３０メートルの 地点を
起点として南西へ１４ ２．７０メー
トルの間の岸壁

周南市徳山港町

晴海ふ頭第１号岸壁から同第７
号岸壁まで(全長１,２４０ メート
ル)

周南市晴海町６番及び６番に
隣接する無番地

株式会社トクヤマ徳山工場重油
桟橋

周南市御影町 株式会社トクヤマ保税蔵置場
に搬出入する貨物に限る。

株式会社トクヤマ南陽工場セメ
ント４号さん橋

周南市渚町４９００番地－４ 地
先

株式会社トクヤマに係るセメン
トの積卸しに限る。



株式会社トクヤマ徳山工場原塩
さん橋

周南市御影町 株式会社トクヤマ保税蔵置場
に搬出入する貨物に限る。

株式会社トクヤマ東工場３号桟
橋

周南市晴海町 株式会社トクヤマ塩ビ製造保
税蔵置場及び株式会社トクヤ
マ東工場保税蔵置場に搬出
入する貨物に限る。

出光興産株式会社徳山工場東
さん橋

周南市宮前町 出光興産株式会社徳山工場
保税蔵置場に搬出入する貨
物に限る。

出光興産株式会社徳山製油所
西岸壁（全長２０１メートル） 及び
中央さん橋

周南市新宮町 出光興産株式会社徳山製油
所保税工場及び同保税蔵置
場に搬出入する貨物に限る。

出光興産株式会社徳山製油所
小型さん橋

〃 〃

出光興産株式会社徳山製油所
大浦第３号さん橋

周南市大字栗屋大浦１の１ 出光興産株式会社徳山製油
所保税工場及び同大浦保税
蔵置場に搬出入する貨物に
限る。

出光興産株式会社徳山製油所
大浦第５号さん橋及びシーバー
ス

〃 〃

東ソー株式会社南１号桟橋、南
２号桟橋、南３号桟橋、セメント２
号桟橋、原石西側（２号桟橋）及
び東４号桟橋

周南市開成町 東ソー株式会社保税蔵置場、
東ソー物流株式会社保税蔵
置場に搬出入する貨物に限
る。

東ソー株式会社中３号ドルフィン
桟橋、雑貨１号桟橋及び原塩桟
橋

周南市開成町 東ソー株式会社保税蔵置場、
東ソー物流株式会社保税蔵
置場に搬出入する貨物に限
る。

日鉄ステンレス株式会社製造本
部山口製造所周南エリア東海岸
Ｎｏ.１ＬＬＣ岸壁（全長１９.７０メー
トル）及び同海岸雨天荷役場岸
壁(全長４０メートル)

周南市野村南町 日鉄ステンレス株式会社製造
本部山口製造所周南エリア保
税蔵置場及び保税工場に搬
出入する貨物に限る。

JXTGエネルギー株式会社下松
事業所Ｋー１さん橋

下松市東海岸通り１番地 JXTGエネルギー株式会社下
松事業所保税蔵置場に搬出
入する貨物に限る。

東洋鋼鈑株式会社下松事業所
岸壁(全長９７９メートル)

下松市大字東豊井 東洋鋼鈑株式会社下松事業
所保税蔵置場に搬出入する
貨物に限る。

株式会社日立製作所笠戸事業
所中央さん橋内側岸壁１４７．９０
メートル）

下松市大字東豊井字宮ノ洲６
２９－１

株式会社日立製作所笠戸事
業所保税蔵置場に搬出入す
る貨物に限る。



下松第２公共ふ頭東側岸壁(全
長３１５メートル）及び西側岸壁
（南西端から北東へ１８５メート
ル）

下松市末武下字西沖６８０番
地

日鉄ステンレス株式会社製造本
部山口製造所光エリア構内西側
岸壁（但し、日鉄ステンレス光６
ヤード岸壁を除く。）及び東側岸
壁（但し、日鉄ステンレス光重油
岸壁、日鉄ステンレス光東岸
壁、日鉄ステンレス光スクラップ
岸壁を除く。）並びに輸出岸壁

光市大字島田３４３４番地 日鉄ステンレス株式会社製造
本部山口製造所光エリア保税
蔵置場及び同保税工場並び
に日本製鉄株式会社九州製
鉄所光地区保税蔵置場に搬
出入する貨物に限る。

出光興産株式会社徳山製油所
大浦第７号桟橋

周南市大字栗屋大浦１の１ 出光興産株式会社徳山製油
所大浦保税蔵置場に搬出入
するＬ.Ｐ.Ｇ.に限る。

（３）船用品、機用品及び携帯品の積卸場所

場 所 の 名 称 所 在 地 備 考

新南陽－10ｍ岸壁及び－12ｍ
岸壁南－1、南－2、南－3及び
南－4の各ゲート

周南市臨海町３及び４ 新南陽－10ｍ岸壁及び－12
ｍ岸壁に係留する船舶に積
卸しするものに限る。

港町物揚場基点から９５メートル
の岸壁

周南市徳山港町８４８１番地―
４

港町ふ頭岸壁 周南市徳山港町 岸壁係留船に積卸しするもの
に限る。

晴海ふ頭晴－１、晴－２、晴－
３、コ－３、コ－４、コ－５、コ－６
の各ゲート及びコ－５、コ－６の
間にある通用門２か所

周南市晴海町６番 徳山下松港晴海ふ頭第１号
岸壁から同第７号岸壁に係留
する船舶に積卸しするものに
限る。

晴海ふ頭晴－６ゲート 周南市晴海町６番に隣接する
無番地

徳山下松港晴海ふ頭第９号
岸壁に係留する船舶に積卸し
するものに限る。

下松第２公共ふ頭下－１ゲート
及び下－２ゲート

下松市末武下６８０番２７ 下松第２公共ふ頭東側岸壁
に係留する船舶に積卸しする
ものに限る。

昭和電工株式会社徳山事業所
昭和電工桟橋ゲート

周南市開成町４９８０ 昭和電工桟橋係留船に積卸
しするものに限る。

東ソー株式会社南陽事業所ウレ
タン東門

周南市開成町４５３０番地 東ソー株式会社南陽事業所
ウレタン１号桟橋に係留する
船舶に積卸しするものに限
る。

東ソー株式会社南陽事業所正
門、通用門、西門、Ｎ－６門、東
門、機関車庫門、新西門及び西
５号門

周南市開成町４５４３番１、４５
５５番２６、４５６０番地、４６２０
番地１、４９８３番２及び４９８６
番地

東ソー株式会社南陽事業所
内に係留する船舶に積卸しす
るものに限る。



日鉄ステンレス株式会社製造本
部山口製造所周南エリア正門及
び東門

周南市野村南町４８３８番地１ 日鉄ステンレス株式会社製造
本部山口製造所周南エリア内
に係留する船舶に積卸しする
ものに限る。

株式会社トクヤマ徳山製造所東
門及び南陽門

周南市御影町１番１号及び渚
町４９００番４号

株式会社トクヤマ徳山製造所
内に係留する船舶に積卸しす
るものに限る。

株式会社トクヤマ徳山製造所東
工場北門及び西門

周南市晴海町１番１号 株式会社トクヤマ徳山製造所
東工場内及び日本化学工業
株式会社徳山工場内に係留
する船舶に積卸しするものに
限る。

日本ゼオン株式会社徳山工場
正門及び東門

周南市那智町２番１号 日本ゼオン株式会社徳山工
場内に係留する船舶に積卸し
するものに限る。

出光興産株式会社徳山製油所
及び徳山工場正門、梅花門及
び東門

周南市新宮町１番１号及び宮
前町１番１号

出光興産株式会社徳山製油
所内及び徳山工場内に係留
する船舶に積卸しするものに
限る。

出光興産株式会社徳山製油所
大浦正門

周南市大字栗屋大浦１の１ 出光興産株式会社徳山製油
所大浦地区内に係留する船
舶に積卸しするものに限る。

日本精蠟株式会社徳山工場
日本精蠟西ヶ森桟橋ゲート

周南市大字大島花の脇１４５０
番地先

日本精蠟西ヶ森桟橋係留船
に積卸しするものに限る。

東洋鋼鈑株式会社下松事業所
通用門、西門、宮の洲地区北門
及び宮の洲地区東門

下松市大字東豊井１２９２番地
の５、１３１４番地の４、７５６番
地の１及び７４８番地の３

東洋鋼鈑株式会社下松事業
所内に係留する船舶に積卸し
するものに限る。

株式会社新笠戸ドック正門、中
門及び南門

下松市大字笠戸島７０８番
地、７７番地１２及び７３６番地
１

株式会社新笠戸ドック内に係
留する船舶に積卸しするもの
に限る。

株式会社日立製作所笠戸事業
所通用門及び車両門

下松市東豊井７９４番地及び
東海岸通５－１番地

株式会社日立製作所笠戸事
業所内に係留する船舶に積
卸しするものに限る。

JXＴＧエネルギー株式会社下松
事業所表門

下松市東海岸通り１番地 JXTGエネルギー株式会社下
松事業所内に係留する船舶
に積卸しするものに限る。

日鉄ステンレス株式会社製造本
部山口製造所光エリア及び日本
製鉄株式会社九州製鉄所光地
区北門及び東門

光市大字島田３４３４番地 日鉄ステンレス株式会社製造
本部山口製造所光エリア構内
西側岸壁（但し、日鉄ステンレ
ス光６ヤード岸壁を除く。）及
び東側岸壁（但し、日鉄ステ
ンレス光重油岸壁、日鉄ステ
ンレス光東岸壁、日鉄ステン
レス光スクラップ岸壁を除く。）
並びに輸出岸壁に係留する
船舶に積卸しするものに限
る。


